
世田谷区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月世田谷区規則第１５号）の一部を

次のように改正する。 

付則に次の１項を加える。 

４ 当分の間、第６号の１１様式による特別徴収票については、第５条の２第１項の

規定にかかわらず、区長に提出することを要しない。 

第１３号様式中「納入額」を「納付額」に改める。 

第１３号の２様式を次のように改める。 

  



  
 
第１３号の２様式（第１４条関係） 

 

年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税  特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用） 
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給与所得（所得金 

 額調整控除後） 
     山 林 所 得      税 額 控 除 額     6月分     
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そ の 他 の 所 得 計              分 離 短 期 譲 渡      所 得 割 額     7月分      

   総所得金額   分 離 長 期 譲 渡      均 等 割 額     8月分    住    所 宛名番号 
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税 額 控 除 前 所 得 割 額     9月分    

 

  

  上場株式等の配当等     税 額 控 除 額    
 

10月分    あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定・変更したので、地方税法第４１条、第３１９
条及び第３２１条の４（第３２１条の６）の規定によって通知します。なお、この通知書に
記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して
３箇月以内に世田谷区長に対して審査請求をすることができます。 

また、この特別徴収税額の決定・変更の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁
決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に世田谷区を被告として（世田谷区長が

被告の代表者となります。）提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起する

ことができないこととされていますが、①審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決
がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ない
でも処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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   控 除 不 足 額     3月分    

生 命 保 険 料    特定親族特別       既充当・既委託納付額     4月分    

地 震 保 険 料    基 礎       既 納 付 額     5月分    

 所得控除合計                         差 引 納 付 額           年  月  日  

（摘要）    変 更 前 税 額      世田谷区長名  印  

 

 
   増 減 額      

    変 更 月 月  

          

 



附 則 

１ この規則中付則に１項を加える改正規定は公布の日から、第１３号様式及び第１

３号の２様式の改正規定は令和８年３月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の付則第４項の規定は、令和８年１月１日以後に支払うべ

き退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従

前の例による。 


